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令和７年１１月１７日 

諏訪商工会議所 

会頭  山谷 恭博 様 

諏訪市長  金子 ゆかり 

令和８年度諏訪市施策に対する要望について（回答） 

市政の推進にあたりまして、平素よりご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和７年９月５日に貴職より要望のありました事項について、下記のとおり回

答します。 

記 

１．諏訪湖イベントひろば整備事業について 

（１）具体的な諏訪湖イベントひろば整備計画を策定する際には、当所をはじめ広く産

業界の意見を取り入れ、次世代につながる整備計画の策定していただきたい。 

より具体的な諏訪湖イベントひろばの整備方針を策定するにあたり、産業界をはじめ

とする外部の意見を広く取り入れることは、当市としても重要な視点であると認識をし

ており、貴所をはじめとする関係団体と丁寧に意思疎通を図りながら方針を策定してま

いります。また、整備までのプロセスにおける要所においては、より広範な民間事業者

の声を反映させるべく、サウンディング調査等を通じて、多様なアイデアや発想を積極

的に取り入れてまいります。 

さらに、整備の具体化の段階においては、民間資金の活用や、民間事業者が有するノ

ウハウの導入を最大限図ることにより、地域に根差し、次世代につながる魅力的な諏訪

湖イベントひろばの整備の実現を目指してまいります。 

（２）整備計画全体像をスケジュールとともに、一日も早く示していただきたい。

諏訪湖イベントひろば整備事業は、上諏訪駅周辺の一体的整備の一つとして、文化セ

ンター大規模改修、上諏訪駅西口広場整備に続く第３弾として位置付けており、事務的

な調整は他の事業と並行して進めていますが、国の交付金を活用して行う実際の整備は、

令和１３年度以降になる見通しであることを、これまでも説明してまいりました。その

前段として、旧東洋バルヴ諏訪工場建屋の解体など、順次整備を進めてまいります。 

「諏訪湖イベントひろば基本計画」では、整備の基本的な方向性を示していますが、

今後も上記のスケジュールを念頭にサウンディング調査や貴所をはじめとする様々な
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方面からのご意見をいただきながら、より詳細な整備後のひろばの全体像を盛り込んだ

整備方針の策定に進んでいくこととしています。 

 

２．事業者向け地球温暖化対策補助金の創設について 

諏訪市地球温暖化対策補助金は、ゼロカーボンシティの実現に向けて、家庭での地球

温暖化対策として、主に再生可能エネルギーの有効活用を推進するための補助制度とし

て設置しています。事業者向けの補助メニューの新設については、事業者においても環

境マネジメントにより脱炭素に向けて具体的に取り組むことが求められていますので、

脱炭素経営の導入に活用できる内容等を検討しています。 

なお、今年度は、事業者伴走支援として、事業者が脱炭素に取り組む第一歩とするた

め、電力に特化した省エネルギー診断を受けるモデル事業を実施しており、診断結果や

運用、改善提案等の事例をまとめ、市内企業の脱炭素化に向けた普及啓発を図っていく

こととしています。 

貴所におかれましても、会員への声がけ等ゼロカーボンシティの実現に向けた取組に

ご協力をお願い申し上げます。 

 

３．工業用地（産業用地）の確保及び地盤改良等に対する補助制度の新設について 

工業用地・産業用地の確保については、現在、都市計画や農林水産事業との調和を保

つ中、大規模な確保は難しいものの、個別に相談をいただいた場合は、希望する候補地

の調査や紹介を行っています。 

諏訪湖スマートインターチェンジの開通により、今後、工業用地の確保にあたっては、

課題を整理し計画的に進める必要があり、様々な角度から長期的な視野に立って取り組

んでまいります。 

企業誘致への支援策としては、「工場等立地促進助成金」や「貸工場・貸事務所家賃

補助金」により、企業立地の促進を図っています。また、令和６年度には「諏訪市工場

立地法準則条例」を定め、工場敷地の有効利用が図られるよう緑地要件等の緩和を行い、

企業誘致や工場集約のメリットとしていますのでご理解をいただきますようお願い申

し上げます。 

 

４．子どもたちの主体的な学び・体験的な学びを応援するための「ラーケーションの日」

の導入について 

「ラーケーションの日」は、愛知県が全県を挙げて取り組む休み方改革プロジェクト

の中で生まれ、子どもが保護者とともに学校外における体験や探求の学び・活動を考え、

企画し、実行することができる日として創設され、現在では多くの自治体で導入や検討

が進んでいます。 

当市においても、市議会議員や市内の観光事業者から提案をいただいていることを踏
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まえ、他市町村の動向を注視するとともに、実施に向けて市内小中学校の学校長が組織

する校長会において投げかけを行うなど、前向きに検討を深めています。 

また、この取組の普及にあたっては、全県で取組を推進することがより効果的と認識

しているため、教育委員会と連携しながら県に働きかけてまいります。 

 

５．市町村に交付される長野県宿泊税の使用使途について 

長野県宿泊税の「市町村交付金」は、１／３は自由度の高い「一般交付金」として、

１／６は長野県が定める重点施策に活用可能な「重点交付金」として、いずれも事業実

施を希望する市町村の計画内容を踏まえて、市町村（観光振興に取り組む広域連合又は

一部事務組合を含む。）に交付されます。 

現時点では、制度の詳細が示されていない状況ですが、当市としては、今後の「諏訪

市観光グランドデザイン」の実現に向けた取組を着実に進めるため、長野県宿泊税を効

果的に活用したいと考えています。 

長野県宿泊税は、県内の宿泊施設に宿泊した宿泊客の宿泊行為に対して課される「観

光振興目的の法定外目的税」という扱いで、一定の要件は例外として、定額制で３００

円（ただし、制度開始から３年間は２００円）を宿泊客から徴収する制度です。宿泊税

の徴収は、「宿泊施設の経営者その他徴収の便宜を有する者」が行うことから、徴収者

に対して使途や活用方法を説明することができる内容にする必要があります。 

特に当市は、県内でも多くの宿泊施設を有することから、現場の最前線となる宿泊施

設を中心とした観光事業者等のニーズを把握しながら、有効な観光施策に反映していく

必要があると捉えています。 

このような考え方から、本年９月３０日には、公民連携による持続可能な観光推進を

図る体制を構築するため、観光事業者をそれぞれの立場で支援している、一般社団法人

諏訪観光協会、諏訪商工会議所、諏訪湖温泉旅館組合、諏訪市の４団体による「観光推

進団体意見交換会」を開催し、宿泊税の使途の検討方法も探ることができる会議体を設

置しました。 

「長野県宿泊税交付金」の活用には、市の予算化が必要となることから、新たな事業

内容や補助金制度の新設、運用上必要な仕組みとして基金の創設等も含め、「観光推進

団体意見交換会」を適宜開催することにより、その使途を説明することができる環境を

整えてまいります。 

 

６．諏訪市場の活用について 

諏訪市公設地方卸売市場は、本年３月末をもって公設を廃止し、民営市場として運営

が開始されました。 

新たな諏訪市場は、これまで地域の食の流通を支えていただいた買請人や生産者の皆

さまが引き続き事業を継続できることを第一とし、オブザーバーという立場から運営を
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サポートしつつ、今後の市場の在り方を関係者等と協議してまいります。 

 

７．市内事業者振興のための補助制度の新設・拡充について 

（１）人材育成に対する補助制度を充実させるとともに、製造業・ソフトウェア業（一

部商業者）に限定されている対象者をすべての業種に拡大していただきたい。 

当市の基幹産業である製造業の補助制度は、諏訪市工業振興審議会において協議をい

ただき、答申に基づいた事業を実施しており、経営基盤を強化し、地域を牽引する企業

へと成長を促すための各種支援を実施しています。 

そのため、人材育成に対する補助制度は、ご指摘のように製造業及びソフトウェア業

に限定されていますが、地域のレベルアップにつなげていくためには幅広い業種への同

様の補助の必要性を認識しています。しかしながら、限られた予算を有効に活用するた

めには、一度に全ての業種を対象にすることは困難であり、業種の選定と支援条件を設

定する必要があると考えています。その見極めについては、貴所のご意見をお伺いする

機会を設けてまいりますのでご協力をお願い申し上げます。 

 

（２）大手企業では働く女性の支援のため、出産祝い金や育休後の復職に対するフォ

ローが充実している企業が多くあります。 

地方の中小企業では個社ごとで対応するには資金力に限界があるため、諏訪市全体

で働く女性を支援する体制づくりや助成金等の充実を検討していただきたい。 

市内の企業の慢性的な人材不足を解消するために、多様な人材の確保が必要であると

認識しています。市では、子育て中の女性を含め、女性従業員が働きやすい環境を企業

が整えやすくするための補助メニューを設けています。例えば、「職場環境整備事業補

助金」では女性用のトイレや更衣室の新設、改修等を実施した場合に利用することがで

きます。 

人材育成においては、「従業者育成補助金」を設けており、女性の工業従事者が技術

研修を受講した場合には、補助率を他よりかさ上げし、女性社員の活躍推進を図ってい

ます。 

また、令和６年度に新設した「ウェルビーイング経営推進事業補助金」では、仕事と

育児や介護の両立など働き方の多様化に対応した労働環境整備や健康管理促進につな

げるための取組に対して補助を行っています。 

「雇用促進奨励金」においては、業種の制限なく、子育て女性を１年以上雇用した事

業所に助成をすることで女性の雇用を促進し、また、高年齢者、障がい者の雇用も対象

にするなど幅広く助成しています。 

多様な支援を組み合わせ、今後も女性が働きやすい環境づくりを推進してまいります。 

 

８．酒米価格高騰に対する酒蔵への支援について 
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全国的な主食米の価格高騰に伴う酒米価格の高騰や、酒米から主食米への作付転換の

動きにより酒米の確保に苦慮されていることは認識しています。 

本年７月には、長野県酒造組合諏訪支部から酒米価格急騰に対する酒蔵支援の要望書

が当市を含めた３市１町に提出されました。その要望に対しては、他の業種や他の施策

とのバランスを考慮すると市単独での支援は困難と回答をしています。酒米を含む米価

が適正価格となるよう、引き続き国の動向に注視し、国や県に対して支援策の充実を働

きかけてまいります。 

なお、現在、当市では、貴所と連携し、物価高騰の影響を受けている事業者を支援す

るため、「事業者間の取引を支援する地域応援券事業」を実施しています。本事業は、

酒蔵を含めた全業種を対象としており、酒米供給事業者も紹介をしましたので、ご活用

ください。 

また、今年度から、物価高騰の影響を受け、売上高や収益性が減少している事業者を

対象とした「物価高対策資金」を融資メニューに新設し、貸付利率を低く設定し、保証

料は全額市の負担としています。県においても、貸付利率を低く設定した融資メニュー

がありますので、こちらの活用もご検討ください。 

諏訪地域には、良質な日本酒の造り酒蔵が多くあり、当市としても、引き続き各種イ

ベント等でＰＲを行い、地酒の普及促進及び地酒による地域振興に努めてまいります。 

 

９．諏訪赤十字病院に対する諏訪広域圏での支援について 

医療需要の変化や物価・人件費の上昇を背景として、全国的にも多くの病院で経営環

境が厳しさを増しており、高度専門医療を担う諏訪赤十字病院においても、医療機器の

更新費用が経営を圧迫する要因となることは想定されます。 

諏訪赤十字病院は、災害拠点病院でもあり、救急医療や高度専門病院として、諏訪地

域全体の中核的役割を担っています。今後、２０４０年度を見据えた新たな地域医療構

想の策定状況も踏まえ、諏訪赤十字病院と当市において定期協議が行われていることか

ら、病院側の意向も伺いながら、広域的な支援策を検討してまいります。 

 

１０．建設業がおかれている環境変化への改善について 

（１）残業の上限規制に伴い週末や休日、夜間工事の軽減を図っていただきたい。 

交通量が多く、交通規制の影響が大きな地域や施設利用者への配慮が必要な建物の工

事では、やむを得ず休日・夜間を作業時間に指定して発注を行う場合がありますが、夜

間工事の実施については過度な設定とならないよう発注課に対して指導を行っていま

す。また、令和６年度から一部工事で週休２日工事の導入をしていますが、その結果、

無理な工期設定とならないよう、引き続き適正な工期設定を指導してまいります。 

 

（２）熱中症対策が義務化されたことに伴い、熱中症対策を積算に入れるとともに、
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労務費の補正割り増しをお願いします。 

熱中症対策は、国の実施状況や県の試行状況を見ながら検討を行ってまいりますが、

補正を行う場合にあっても、労務費ではなく現場管理費の補正により対応することが想

定されます。 

 

（３）高騰している資材単価・施工費について変更協議をお願いします。 

当市では、すでに物価スライド等に対応した約款を用いており、発注課に対しても変

更協議に応じるよう指導を行っています。 

 

（４）入札書類等の簡素化をさらに進めていただきたい。 

当市では、電子入札を開始しており、今後、一般競争入札の事後審査書類等は、電子

入札システムを通しての提出が可能です。現在の入札制度では、入札書類のこれ以上の

簡素化は難しいと考えています。 

 

（５）設計図書に交通誘導員の数量を明示していただき、実施に沿った変更をお願い

したい。 

仕様書等により確認が可能です。引き続き変更協議に応じるよう、発注課に指導を行

ってまいります。 

 

（６）質問事項に対し、回答を速やかに行い、スムーズな現場運営ができるようにお

願いしたい。 

監督員による回答が遅く、現場運営に支障がある場合などは、監督員の上司に相談を

いただきますようお願い申し上げます。 

 

１１．除雪機材の貸与について 

現在、当市では、凍結防止剤散布車とタイヤホイールローダ（５ｔ）を貸与していま

す。除雪に不可欠なグレーダー等の重機は、維持管理や人員確保に多大な費用がかかる

一方、公共工事の減少により平時の稼働機会が限られるため、建設会社にとっては所有

や維持が難しくなっている状況にあると認識しています。 

こうした中で、重機を保有する事業者が減少すれば、将来的に市の除雪体制に支障を

及ぼす可能性も懸念されます。そのため、当市では、業者が所有する除雪機械に対して、

他市町村の事例や県の基準を参考としながら、業者が過度な負担とならないよう、待機

料や補償の在り方の適正な水準を検討してまいります。 

また、貴所からのご指摘のように、近年は機械の貸与の方式を取り入れる自治体も増

えてきています。除雪は市民生活に大きな影響を与えることから、当市においても、こ

うした方式の有効性や費用対効果についての調査を行い、将来に亘る安定的で持続可能
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な除雪体制の構築に向けて、重機の確保と業者の協力体制づくりに努めてまいります。 

 

１２．地域貢献度の評価点の見直しについて 

総合評価落札方式における価格以外の評価点のうち、地域貢献の項目に関する要望と

して回答します。 

当市においては、地域要件として市内本店で２点、市内営業所等で１点の加点として

おり、加えて地域貢献としてボランティア等最大４点の加点を行っています。近隣２市

と比較して市内企業への加点は高く設定していると認識しています。 

 また、業者の格付けや標準指名名簿等の作成にあたっても、市内業者は、地域貢献を

加味しています。 

 

１３．諏訪市を発信する地域情報サイト「すわまるっ！」のアクセス数の公表について 

日ごろから、官民連携によるシティプロモーション特設サイト「知らせる、見つける。

諏訪をまるごと『すわまるっ！』」の積極的な投稿と案内をしていただき、感謝を申し

上げます。 

「すわまるっ！」は、諏訪市内の情報であれば、どなたでも無料で投稿と閲覧ができ

るサイトで、市民、事業者、団体等が一体となって諏訪市を盛り上げることを目的とし

て、本年５月１日に公開をしました。 

要望をいただきました、投稿した情報へのアクセス数は、当市でも効果検証の手段で

あるとともに、継続的な情報発信の意欲を高める重要な指標であると認識をしています。 

そこで、サイトの構築の段階からアクセス数の公開を要望してまいりましたが、協働

事業者のサービスポリシー上、非開示の方針であるとの回答でした。 

協働事業者においても利用の促進を図る取組の必要性は認識しているため、貴所をは

じめ、皆さまからお寄せいただいたご意見を共有しながら、魅力的なサイトの運営に取

り組んでまいります。 

 

１４．令和７年度施策要望で「検討します」との回答に対する、検討結果について 

令和７年度施策要望のうち「検討します」と回答された要望事項に対して検討結果を

回答していただきたい。 

（昨年「検討する」と回答された要望事項） 

４．諏訪市商工業振興施策の充実について 

（１）諏訪市独自の補助制度の創設や各種制度資金の利用資格の対象拡大の検討 

（２）働き方改革支援の実施 

（４）少額のＤＸ投資を支援する助成金の新設 

先に回答したとおり、今後必要な時代に即した補助金･助成金や対象業種については、

真に効果的な事業者支援となるよう、貴所とともに検討していくことが重要であると考
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えていますのでご協力をお願い申し上げます。 

 

（５）住宅リフォーム補助金の創設 

住宅リフォーム補助金の方向性としては、事業者同士で経済が循環する仕組みを念頭

に置いています。住宅リフォーム補助金の廃止後は、リフォームを行う事業者の価値の

向上と、施工する事業者双方に経済効果のある店舗リフォーム補助金や空店舗等活用補

助金にシフトをしており、個人を対象とした住宅リフォーム補助金の復活は、現在のと

ころ考えていません。住宅リフォーム補助金の復活の際には、スクラップ＆ビルドが必

要と考えます。 

 

５．人手確保対策について 

（１）採用に向けた支援メニューの充実 

先に回答したとおり、今後必要な時代に即した補助金･助成金や対象業種については、

真に効果的な事業者支援となるよう、貴所とともに検討していくことが重要であると考

えていますのでご協力をお願い申し上げます。 

 

（２）トップセールスによるＰＲの実施 

昨年度、名古屋市で開催されたイベントに合わせて開催した移住相談会の際、市長が

移住希望者に対して諏訪市の魅力をＰＲする機会がありました。今後も機会を捉え、市

長が同席してのトップセールスを行うことができるよう配慮してまいります。 

産業人材の確保や育成は、若年時から製造業をはじめとする地域産業と接点を持ち、

ものづくりへの興味･関心や職業観等を醸成させることが重要と考えています。現在、

当市においては、小中学生向けの地域密着のものづくり教育や高校・大学を対象とした

「魅せる工場見学」により、単に工場見学をするだけでなく、体験を通じて働くことを

学ぶプログラムを実施しています。このような事業を通じて、将来に向けた職業観を養

うとともに、市内企業の魅力を発信しています。産業人材の確保に向け、引き続き市内

企業や当市の魅力発信に努めてまいります。 

 

６．産業人材（＝稼げる人材）の育成について 

（１）産業人材の育成に関する取組 

産業人材の確保については、上記で回答したとおりですが、育成についても人材確保

の取組と共通する部分が多くあります。 

来年度は、貴所と諏訪市労務対策協議会と連携して、岡谷工業高等学校の生徒を対象

に市内企業や工場の見学会を計画しています。今後も貴所と連携し、産業人材の育成に

取り組んでまいります。 

労働力不足がより顕著となる今後においては、産業人材育成の重要性はさらに増すも
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のと考えられることから、次期総合計画の策定時には、関係部署と連携･協議をしなが

ら取り組んでまいります。組織改編については、市役所も同じく労働力不足であること

からも、現状において産業人材育成に特化した専門の部署を設置する考えはありません

が、幅広い産業全体の課題に対する各種施策が円滑に実施できることを志向したより良

い組織体制の整備について引き続き努めてまいります。 

 

８．諏訪市補助金・助成金に業種間格差の是正について 

（１）事業者支援の補助金・助成金の業種による格差の是正 

先に回答したとおり、今後必要な時代に即した補助金･助成金や対象業種については、

真に効果的な事業者支援となるよう、貴所とともに検討していくことが重要であると考

えていますのでご協力をお願い申し上げます。 

 

（３）建設業を育成指導する担当課の明確化、資格取得のための補助制度 

産業全体に対して関係部署が連携して支援できる組織体制の整備に引き続き努めて

まいります。 

また、製造業・ソフトウェア業に限定されている補助対象業種を拡大していくことに

ついては、７．（１）で回答したとおりですが、段階的に業種を広げていく際には、対

象とする資格を絞り込むなど、一定の制約が必要であると考えています。具体的なニー

ズや制度の組み立てについては、貴所のご意見をお伺いする機会を設けてまいりますの

で、ご協力をお願い申し上げます。 

 

１５．残土処分地の確保について 

諏訪建設事務所をはじめとして、諏訪管内では残土処分地の確保に大変苦慮してきて

います。そのため、平時の工事においては、近場の処分場での運搬処分費を計上してお

り、その旨を設計図書内で示しています。また、処分量が大きい時は、発注前に受け入

れの可否を確認の上、当該処分場での運搬処分費を計上しています。現に、覗石の市有

地はスマートインターチェンジ関連工事の残土処分地として活用されています。災害時

には、市有地の中で災害の規模や内容に応じて使用可能な土地があれば利用したいと考

えています。 

 

１７．工業用地（産業用地）の確保について 

工業用地・産業用地の確保については、現在、都市計画や農林水産事業との調和を保

つ中、大規模な確保は難しいものの、個別に相談をいただいた場合は、希望する候補地

の調査や紹介を行っています。 

 次期総合計画への明記については、計画策定の段階で産業界のご意見をお聞きする機

会を設け、経済界の状況に即した支援策を計画できるよう努めてまいりますので、その
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際には是非ご協力をお願い申し上げます。 

 

１８．交通渋滞の早期解消について 

（１）道路拡幅や右折レーンの設置への取組及び関係機関との密な連携 

市内の道路の渋滞の解消に向けては、貴所からの要望のほか、地区からの要望もあり、

信号機の運用を行っている警察と情報共有を図っています。 

警察では、渋滞解消に向けて信号機の改良工事のほか、信号の表示サイクルの秒数調

整をしています。最近では、主要地方道岡谷茅野線と主要地方道諏訪辰野線との「石舟

渡」交差点の信号機が右折矢印付き信号機に変更されました。このほか、今年中に２箇

所の信号機で信号の表示サイクルの秒数調整を実施すると伺っています。 

加えて、国土交通省では、国道２０号四賀桑原交差点に右折レーンの設置を含む交差

点改良及び歩行空間の整備を事業化しています。 
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